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令和５年度における国民健康保険税の改正について 
 

１ 趣旨 

令和４年１２月２３日付けで「令和５年度税制改正大綱」が定められ、その中に、国保税に

おける負担の公平性を図るため、「軽減措置の拡充」と「課税限度額の引上げ」が盛り込まれ

ました。直近では、令和４年度に「課税限度額の引上げ」の改正がありました。 

また、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、「出産する被保険者の国保税の

免除の措置」が予定されています。 

今後、「軽減措置の拡充」と「課税限度額の引上げ」は令和 5年 3月までに国により地方税

法施行令が改正される見込みで、「出産する被保険者の国保税の免除の措置」は現在国におい

てその内容を検討中です。安城市としても、国が定める法定どおりの改正を行う予定です。 

 

２ 軽減措置の拡充について 

  軽減措置とは、所得に応じて、国保税の均等割（１人当たり課税）及び平等割（１世帯当た

り課税）を一定割合（７割・５割・２割）軽減する制度のことです（低所得者対策）。 

（１）軽減措置の改正案 

軽減種別 改正 軽減基準（世帯主及び国保加入者の合計所得） 

７割軽減 改正なし ４３万円以下＋１０万円×（給与所得者等の数－１） 

５割軽減 

改正前 
４３万円＋２8．５万円×（国保加入者数）＋１０万円

×（給与所得者等の数－１） 

改正後 
４３万円＋２９万円×（国保加入者数）＋１０万円×

（給与所得者等の数－１） 

２割軽減 

改正前 
４３万円＋５２万円×（国保加入者数）＋１０万円×

（給与所得者等の数－１） 

改正後 
４３万円＋５３．５万円×（国保加入者数）＋１０万

円×（給与所得者等の数－１） 

    ※給与所得者等：一定の給与所得者（給与収入５５万円超）及び公的年金等の支給（６

０万円超（６５歳未満）又は１１０万円超（６５歳以上））を受ける者 

 

（２）改正による影響（令和５年度税額ベース）※R５.1.２０現在のデータによる試算 

軽減種別 
軽減世帯数 軽減額 

拡充前 拡充後 拡充前 拡充後 

７割軽減 

（改正なし） 
3,931 3,931 207百万円 207百万円 

５割軽減 2,223 2,267 98百万円 100百万円 

２割軽減 2,090 2,187 37百万円 38百万円 

合計 

（影響分） 

8,244世帯 8,385 世帯 

（141世帯増） 

342百万円 345百万円 

（3百万円増） 

 

（３）該当世帯の例 

（例）３人世帯の場合（所得１人） 

軽減種別 
軽減の対象となる所得（給与収入） 

拡充前 拡充後 

７割軽減 ４３万円 （９８万円）以下 ４３万円 （９８万円）以下 

５割軽減 １２８.5万円（１９５.１万円）以下 １３０万円（１９７.１万円）以下 

２割軽減 １９９万円（２９５.９万円）以下 ２０３.５万円（３０２.３万円）以下 
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３ 課税限度額の引上げについて 

課税限度額とは、１世帯（納税義務者）に課税される限度の金額（年間）のことです。 

（１）課税限度額の改正案 

区分 限度額引上げ前 限度額引上げ後 増加額 

医療分 ６５万円 ６５万円 変更なし 

後期分 2０万円 ２２万円 ２万円 

介護分 １７万円 １７万円 変更なし 

合計 １０２万円 １０４万円 ２万円 

 

（２）改正による影響（令和５年度税額ベース）※R５.１.２０現在の国保加入世帯による試算 

区分 全世帯数 
限度額引上げ前 

超過世帯数（Ａ） 

（該当率） 

限度額引上げ後 

超過世帯数（Ｂ） 

（該当率） 

国保税課税額 

の増加額 

医療分 
１９，４７８ 

世帯 

３１７世帯 

（１.６３％） 

３１７世帯 

（１.６３％） 
０万円 

後期分 
１９，４７８ 

世帯 

８３６世帯 

（４.２９％） 

６９６世帯 

（３.５７％） 
約１，５２８万円 

介護分 
８，２５５ 

世帯 

３５８世帯 

（４.３４％） 

３５８世帯 

（４.３４％） 
０万円 

計 約１，５２８万円 

 

（３）該当世帯の例 

（例）３人世帯の場合（介護分２人、所得１人） 

区分 
限度額に到達する所得（給与収入） 

限度額引上げ前 限度額引上げ後 

医療分 １，１２３.６万円（１，３１８.６万円） １，１２３.６万円（１，３１８.６万円） 

後期分 ６２９.０万円（８２１.2 万円） ７０２.８万円（８９７.８万円） 

介護分 ６７３.０万円（８６８.０万円） ６７３.０万円（８６８.０万円） 

 

 

 

４ 産前産後保険料（税）の免除の概要 

（１） 対象者   出産する被保険者 

（２） 免除の内容 産前産後期間相当分（４ヶ月間）の所得割及び均等割 

（３） 公費負担  国１／２、県１／４、市１／４ 

（４） 施行時期  令和６年１月（予定） 


